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巻
頭
の
辞

　

平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
、
池
田
辰
夫
先
生
が
大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
を
、
小
嶌
典
明
先
生
が
同
法
学
研
究

科
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
両
先
生
の
ご
業
績
を
称
え
、
お
ふ
た
り
の
ご
尽
力
に
対
す
る
謝
意
と
惜
別
の
思
い
を
込
め
、

「
阪
大
法
学
」
特
集
号
を
刊
行
し
、
両
先
生
に
捧
げ
ま
す
。

　

池
田
辰
夫
先
生
は
、
昭
和
四
九
年
三
月
に
九
州
大
学
法
学
部
を
ご
卒
業
後
、
同
年
四
月
同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
民
刑

事
法
学
専
攻
に
進
学
、
昭
和
五
一
年
同
課
程
を
修
了
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
四
月
か
ら
二
年
間
の
司
法
修
習
を
経
て
昭
和
五
三
年
四
月
判

事
補
に
補
さ
れ
、
神
戸
地
方
裁
判
所
及
び
東
京
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
実
務
に
従
事
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
五
五
年
九
月
大
阪
大
学

法
学
部
講
師
、
昭
和
五
七
年
三
月
同
助
教
授
を
経
て
、
平
成
四
年
一
一
月
同
教
授
に
昇
任
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
一
一
年
四
月
に
は
大
阪

大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
に
、
平
成
一
六
年
四
月
、
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
設
置
に
と
も
な
い
同
研
究
科
教
授
に
、
そ
れ
ぞ
れ

配
置
換
え
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
の
平
成
七
年
二
月
に
は
、
九
州
大
学
か
ら
博
士
（
法
学
）
を
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

池
田
先
生
は
、
法
学
部
、
法
学
研
究
科
及
び
高
等
司
法
研
究
科
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
法
を
中
心
と
し
て
民
事
手
続
法
分
野
の
多
く

の
科
目
を
講
じ
ら
れ
ま
し
た
。
教
育
者
と
し
て
の
先
生
は
、
日
本
法
・
ド
イ
ツ
法
に
関
す
る
豊
富
な
学
識
と
ご
経
験
を
踏
ま
え
、
法
曹

養
成
に
尽
力
さ
れ
た
結
果
、
多
く
の
法
曹
が
輩
出
し
ま
し
た
。
先
生
の
執
筆
・
編
集
さ
れ
た
教
科
書
・
体
系
書
等
も
定
評
が
あ
り
ま
す
。

　

研
究
者
と
し
て
の
先
生
は
、
民
事
訴
訟
法
（
判
決
手
続
）
に
始
ま
り
、
倒
産
法
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
、
司
法
制
度
論
へ
と
研
究
分
野
を
広
げ
ら

れ
さ
ら
に
、
日
本
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
法
整
備
支
援
制
度
の
充
実
に
も
及
び
ま
し
た
。
先
生
は
、
法
務
省
法
務
総

合
研
究
所
国
際
協
力
部
の
活
動
に
も
力
を
注
が
れ
ま
し
た
。
そ
の
功
績
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
に
も
認
め
ら
れ
、
平
成
二
〇
年
七
月
に
カ
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ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
友
好
勲
章
（Saham

etrei

）
を
お
受
け
に
な
り
ま
し
た
。

　

大
学
内
で
も
本
学
評
議
員
等
を
、
学
外
に
あ
っ
て
は
、
日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
・
Ａ
Ｄ
Ｒ
仲
裁
法
学
会
等
の
各
理
事
、
旧
司
法
試
験

第
二
次
試
験
考
査
委
員
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
・
法
務
省
法
整
備
支
援
関
係
委
員
会
委
員
等
要
職
を
歴
任
さ
れ
、
司
法
実
務
に
も
寄
与
さ
れ
ま
し

た
。　

　

小
嶌
典
明
先
生
は
、
昭
和
五
〇
年
三
月
に
神
戸
大
学
法
学
部
を
ご
卒
業
後
、
同
年
四
月
同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程

に
進
学
、
昭
和
五
二
年
三
月
同
課
程
を
修
了
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
四
月
に
同
研
究
科
博
士
後
期
課
程
に
進
学
、
昭
和
五
七
年
三
月
同
課

程
を
単
位
取
得
退
学
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
四
月
に
は
富
山
大
学
経
済
学
部
講
師
に
採
用
さ
れ
、
同
助
教
授
に
昇
任
、
平
成
五
年
四
月
大

阪
大
学
法
学
部
助
教
授
に
転
任
さ
れ
、
平
成
七
年
四
月
同
教
授
に
昇
任
、
さ
ら
に
平
成
一
一
年
四
月
同
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
に
、

平
成
一
六
年
四
月
同
高
等
司
法
研
究
科
教
授
に
、
平
成
二
四
年
四
月
法
学
研
究
科
附
属
法
政
実
務
連
携
セ
ン
タ
ー
教
授
に
順
次
配
置
換

え
と
な
り
ま
し
た
。
平
成
二
八
年
一
二
月
に
は
大
阪
大
学
か
ら
博
士
（
法
学
）
を
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

小
嶌
先
生
は
、
大
阪
大
学
の
法
学
部
、
大
学
院
法
学
研
究
科
と
高
等
司
法
研
究
科
に
お
い
て
二
四
年
間
に
わ
た
り
、
労
働
法
諸
科
目

の
講
義
や
演
習
等
で
学
生
の
教
育
に
尽
力
さ
れ
、
豊
富
な
学
識
と
人
事
労
務
室
員
や
外
部
の
審
議
会
委
員
と
し
て
の
知
見
や
経
験
を
通

し
て
、
現
在
多
方
面
で
活
躍
す
る
有
為
の
人
材
を
育
成
さ
れ
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
に
て
、
大
阪
大
学
職

員
を
初
め
と
す
る
社
会
人
学
生
を
教
育
さ
れ
、
人
事
労
務
分
野
に
深
い
知
見
を
有
す
る
職
業
人
と
し
て
の
活
躍
の
場
を
与
え
ら
れ
た
こ

と
は
、
教
育
面
に
加
え
て
大
阪
大
学
の
運
営
に
対
す
る
貢
献
と
し
て
も
特
筆
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

　

研
究
者
と
し
て
の
小
嶌
先
生
は
、
労
働
法
分
野
全
般
に
優
れ
た
業
績
を
多
数
残
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
の
労
働
法
研
究
は
ア
メ
リ
カ
労

使
関
係
法
に
始
ま
り
、
特
に
集
団
的
労
働
法
分
野
に
注
力
さ
れ
、
争
議
行
為
や
団
体
交
渉
、
従
業
員
代
表
制
等
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
ま
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れ
た
と
う
か
が
い
ま
す
。
先
生
の
ご
精
励
ぶ
り
は
、
ほ
ぼ
連
日
早
朝
よ
り
深
更
ま
で
灯
の
消
え
る
こ
と
の
な
い
研
究
室
の
様
子
か
ら
も

う
か
が
え
ま
し
た
。
そ
れ
を
同
僚
は
自
ら
へ
の
鞭
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
支
え
を
失
う
こ
と
は
さ
び
し
い
限
り
で
す
。

　

小
嶌
先
生
は
、
平
成
八
年
に
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
り
経
済
審
議
会
特
別
委
員
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
後
、
行
政
改
革
推
進
本
部
・
規
制

改
革
委
員
会
参
与
に
就
任
し
、
労
働
市
場
改
革
と
い
う
視
点
か
ら
、
学
界
及
び
国
レ
ベ
ル
の
労
働
政
策
に
多
大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

ら
れ
ま
し
た
。
学
内
に
お
き
ま
し
て
も
、
大
阪
大
学
評
議
員
、
同
大
学
院
法
学
研
究
科
附
属
法
政
実
務
連
携
セ
ン
タ
ー
長
、
同
大
学
人

事
労
務
室
員
な
ど
大
学
運
営
の
要
と
な
る
仕
事
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

以
上
の
と
お
り
、
池
田
先
生
と
小
嶌
先
生
は
、
教
育
・
研
究
に
大
き
な
足
跡
を
残
さ
れ
、
ま
た
大
阪
大
学
と
法
学
部
・
法
学
研
究

科
・
高
等
司
法
研
究
科
の
発
展
に
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
両
先
生
に
対
し
、
敬
意
と
感
謝
を
捧
げ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
同

様
私
た
ち
に
対
し
て
あ
た
た
か
く
ご
指
導
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
て
、
巻
頭
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

平
成
二
九
年
一
一
月

法
学
会
評
議
員
長

法
学
研
究
科
長　
　

林　
　
　

智　

良

高
等
司
法
研
究
科
長　
　

下　

村　

眞　

美


